
廃 第 ９ ８ 号 － ３  

令和４年４月２０日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長  

（公印省略） 

 

 

産業廃棄物処理業等の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２（法第１４

条の６において準用する場合を含む。）により、産業廃棄物処理業等の許可を取り消しまし

たので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

千葉県いすみ市深谷１８５３番地 

株式会社伊大知総業（代表取締役 伊大知 芳央） 

（法人番号８０４０００１０７５２３７） 

許 可 の 番 号 
第０１２００１３４３９４号 

第０１２５０１３４３９４号 

処 分 の 年 月 日 令和４年４月２０日 

処 分 の 内 容 
産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物収集運

搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

 株式会社伊大知総業の役員は、法第２５条第１項第１４号

の規定により罰金刑に処せられた。 

 このことにより、同社は、法第１４条第５項第２号ニ（同

号イ（法第７条第５項第４号ニ（法第２５条から第２７条ま

での規定により刑に処せられたことによる場合に限る。）に

係るものに限る。）に係るものに限る。）に該当するに至った

ことから、法第１４条の３の２第１項第２号（法第１４条の

６において準用する場合を含む。）に該当する。 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 

  



廃 第 ９ ９ 号 － ３  

令和４年４月２０日  

 

一般社団法人千葉県環境保全協議会会長 様 

 

千葉県環境生活部長  

（公印省略） 

 

 

産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 

埼玉県草加市稲荷二丁目２０番５０号 

株式会社アスピレーション（代表取締役 堀内 航司） 

（法人番号２０３０００１１０１４９４） 

許 可 の 番 号 第０１２００１９２９８８号 

処 分 の 年 月 日 令和４年４月２０日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

 株式会社アスピレーションの役員は、刑法第２０４条の罪

を犯し、罰金刑に処せられた。 

 このことにより、同社は、法第１４条第５項第２号ニに該

当するに至ったことから、法第１４条の３の２第１項第４号

に該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県環境生活部 

廃棄物指導課監視指導室 

TEL 043-223-2684 

 


